
ご意見等の内容 本市の考え方 対応内訳

1

p33、34

「第3章 新型イン

フルエンザ等対策

の各項目の取組

み」「４ 情報提

供・共有、リスク

コミュニケーショ

ン」

４－２ 初動期　及び４－３ 対応期の（１）迅速な情報提供・共有

に

「的確」か「適確」などの文言を入れてほしい。

コロナ禍でも、マスコミ等の報道が過熱し、個人情報が守られて

いない状況となっていた事例もあったと記憶しているので、迅速

だけでなく正確な必要最低限の情報であることが大事だと考え

る。

ご意見を踏まえ、「第3章 新型インフルエンザ等対策の各項目の

取組み」「4 情報提供・共有、リスクコミュニケーション」中p33

「4-2 初動期(1)」及びp34「4-3 対応期(1)」の見出しを下記のと

おり変更します。

対策の実施にあたっては、迅速な対応に加え、科学的根拠に基づ

いた情報発信を行い、個人情報やプライバシーの保護に十分配慮

した情報提供・共有に努めます。

【変更前】

（1）迅速な情報提供・共有

【変更後】

（1）迅速かつ的確な情報提供・共有

対応1

（補足修

正）

2 ― 公共交通機関を利用する際はマスク着用を義務化してほしい。

マスク着用については、混雑空間における飛沫拡散防止の観点か

ら、有効な対策の一つであると認識しております。一方で、疾

病、障がい等により着用が困難な状態にある方々への配慮を含

め、運用面での整理が必要であると考えております。

今後は、国の方針や科学的根拠、感染症の特徴、流行状況等を踏

まえた上で、

・公共交通機関におけるマスク着用の位置づけ

・マスク着用が困難な方への配慮措置および周知方法

・換気や混雑緩和等の総合的な感染防止策

について、必要な検討を行ってまいります。

対応3

（説明・

理解）

3 ―
講演会やイベント等、室内で多くの客が集まる場所ではマスク着

用を義務化してほしい。

マスク着用については、混雑空間における飛沫拡散防止の観点か

ら、有効な対策の一つであると認識しております。一方で、疾

病、障がい等により着用が困難な状態にある方々への配慮を含

め、運用面での整理が必要であると考えております。

今後は、国の方針や科学的根拠、感染症の特徴、流行状況等を踏

まえた上で、

・講演会やイベント等におけるマスク着用の位置づけ

・マスク着用が困難な方への配慮措置および周知方法

・換気の強化、会場内の人流の管理、座席配置の工夫等を含む総

合的な感染防止策

について、必要な検討を行ってまいります。

対応3

（説明・

理解）

4 ―

コロナ禍時に行った対策の検証をお願いしたい。

マスク着用や過剰な消毒や行動制限。パーテーションやレジの手

袋等、感染には無意味な対策が多かったように感じる。ワクチン

の効果も同様。これらの対策の効果を検証しないまま、「やって

ます感」だけの対策を市の行動計画だからということで市民に強

制するようなことが起こらないとも限らない。

市が人権侵害をすることがないよう、慎重な対応をお願いした

い。

本計画は、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、令和6

年度に改定された「政府行動計画」及び「県行動計画」を受け、

新たな感染症危機への備えを充実させ対応力の強化を図るため、

新型コロナウイルス感染症対応や課題を踏まえ、改定するもので

す。

対策の実施にあたっては、同法第5条により、国民の自由と権利に

制限を加えるときであっても、必要最小限の制限のものでなけれ

ばならないと規定されており、基本的人権を尊重することが基本

的な考え方です。

関係法令や国の定める基本的対処方針、科学的根拠等に基づき、

効果的な感染対策を検討するとともに、迅速かつ的確な感染対策

に関する情報提供・共有に努めます。

対応3

（説明・

理解）

パブリックコメントの実施結果

項目

　（1）意見募集期間：令和7年（2025年）12月12日（金）～令和8年（2026年）1月13日（火）

　（2）ご意見の提出状況： ご意見を提出された方の人数　3名

　　　　　　　　　　　　   ご意見の件数　4件

　1 実施概要

　2 提出されたご意見とそれに対する本市の考え方


